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教委教改第７６０号 
令和４年 ９月 ２日 

 

 

 大分県知事 広 瀬 勝 貞 殿 

 

 

大分県教育委員会 

 教育長 岡 本 天 津 男 

 

 

議案に対する教育委員会の意見について（回答） 

 

 令和４年８月３１日付け財第２４７号で照会のあった上記のことについて、 
下記のとおり回答します。 

 

 

 

記 

 

 

 

  原案のとおり提出することに異議ありません。 
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職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について

１ 制定理由

職員の定年の引上げを踏まえた高年齢の職員の多様な働き方のニーズに応えるため、公務の運営に支障がないと認めるときは、勤務時間

の一部について休業することを可能とする高齢者部分休業制度を導入・運用するための規定を整備するもの

総務部人事課

３ 施行期日
令和５年４月１日

２ 制度概要

（参考） 高齢者部分休業制度の概要

高年齢による諸事情（家族の介護、体力の低下、セカンドキャリアに向けた準備など）や、地域貢献（ボランティア等の地域活動への参画

など）のための時間創出などを想定し、高年齢の職員が定年退職前に先行的に休業を取得できる制度 ＜地方公務員法第26条の3＞

項目 制度内容 条例案

対象職員 ５５歳以上 第２条

休業期間
５５歳に達した日の属する年度の翌年度４月１日以後の日で、職員が申請した日から、
定年退職日まで

第３条第１項

休業時間
１週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲内
５分単位

第３条第２項

給与等 勤務しない１時間につき、１時間当たりの額を減額 第４条

休業時間の延長 公務の運営に支障がないときは、休業時間の延長を承認できる 第５条

承認の取消、短縮
公務の運営に支障があるときは、当該職員の同意を得たうえで、承認を取り消し、又は休
業時間を短縮することができる。

第６条

退職手当 勤務しなかった期間の２分の１の期間を在職期間から除算 第７条
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職員の定年等に関する条例等の一部改正等について

１ 改正理由

定年引上げに係る国家公務員法等及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年６月１１日公布、令和５年４月１日施行）を踏まえ、定

年制度、役職定年制、定年前再任用短時間、給与の措置等に関し必要な事項を定めるとともに、関係条例について所要の整備を行うもの。

総務部人事課

２ 改正内容

（１） 定年引上げ制度の概要

主な項目 現行 改正案

定年引上げ
定年６０歳（労務職は、６３歳）

定年６５歳
※２年に１歳ずつ段階的に引上げ（R5年度 → R13年度引上げ完成）

定年６５歳（医師等） 定年７０歳（医師等） ［特例定年として設定］

管理監督職勤務上限年齢制
（役職定年制）

※新設 原則、課長級以上の職は、６０歳以降、課長補佐級の職へ役降り

※新設 役降りの特例措置［特例任用］を設定

定年前再任用短時間勤務制 ※新設 ６０歳以降に一旦退職し、短時間勤務の職で再任用が可能

暫定再任用制度
６０歳以降、６５歳までの間で再任用が
可能（雇用と年金の接続）

現行再任用制度は廃止となるが、段階的引上げ期間中に限り、暫定
再任用制度として現行と同様の取扱いを存置

情報提供・意思確認制度 ※新設
原則、６０歳となる前年度（５９歳時点）に６０歳以降の制度等について
情報提供し、勤務の意思確認を行う

給与に関する措置 ※新設
給料月額は、６０歳前の７割
退職手当は、ピーク時特例の適用対象

＜国の改正法の概要＞

・ 定年の段階的引上げ（現行６０歳→６５歳） ・ 管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入

・ 定年前再任用短時間勤務制の導入 ・ 情報提供・意思確認制度の新設

・ 給与に関する措置（給料月額を７割水準、退職手当の特例適用） ・現行の再任用制度の廃止
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（２） 定年の段階的引上げのイメージ図

（現行の定年年齢：６０歳） ※Ｒ５年度から２年に１歳ずつ引上げ）

区分 年齢 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４ Ｒ１５ Ｒ１６

(歳) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)

　　　★条例改正議案上程(令和４年第３回定例会) 【制度完成】
６０歳

６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

再任用
再雇用

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

再任用
再雇用

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

･定年前
再任用短
･再雇用

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

暫定再任用
再雇用

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

･定年前再任用短
･再雇用

昭和44年度生
(1969)

53 ５３歳 ５４歳 ５５歳 ５６歳 ５７歳 ５８歳 ５９歳 ６０歳
･定年前再任用短

･再雇用

５６歳 ５７歳 ５８歳 ５９歳 ６０歳
昭和43年度生

(1968)
54 ５４歳 ５５歳

６０歳
･定年前再任用短

･再雇用

昭和42年度生
(1967)

55 ５５歳 ５６歳 ５７歳 ５８歳 ５９歳 ６０歳
･定年前再任用短

･再雇用

６０歳
･定年前再任用短

･再雇用
暫定再任用

再雇用

昭和41年度生
(1966)

56 ５６歳 ５７歳 ５８歳 ５９歳

昭和40年度生
(1965)

57 ５７歳 ５８歳 ５９歳

暫定再任用
再雇用

昭和39年度生
(1964)

58 ５８歳 ５９歳 ６０歳
･定年前再任用短

･再雇用
暫定再任用

再雇用

昭和38年度生
(1963)

59 ５９歳 ６０歳

昭和37年度生
(1962)

60 ６０歳
暫定再任用
再雇用

６５歳

昭和35年度生
(1960)

62
暫定再任用
再雇用

６３歳 ６４歳

昭和36年度生
(1961)

61
暫定再任用

再雇用

一般行政職の例

定 年 年 齢 ６１歳 ６２歳

･･･定年退職者無しの年度

○○歳 ･･･定年年齢

･･･定年前再任用短時間可能期間

･･･暫定再任用（フル・短）可能期間
　　※実際、暫定再任用(短)はR6.4.1から可能

３ 施行期日
令和５年４月１日 （一部準備行為等については、公布の日等）
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【参考】 改正・廃止条例一覧

改正条例名 主な改正内容

1 職員の定年等に関する条例
定年制度、役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、段階的引上げ措置、情報提
供・意思確認、暫定再任用制度、経過措置等の規定整備

2 職員の給与に関する条例 給与７割措置、定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

4 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

6 大分県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例

7 職員の退職手当に関する条例 退職手当の特例措置、定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

8 職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例 定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

9 職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例 役職定年制に伴う規定整備

10 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 給与７割措置に伴う規定整備

11 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例 定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 役職定年制に伴う規定整備

13 職員の育児休業等に関する条例 役職定年制、定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

14 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 役職定年制に伴う規定整備

15 一般職の任期付職員の採用等に関する条例 定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

16 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備

17 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年大分県条例第26号）

18 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成15年大分県条例第46号）

19 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成18年大分県条例第11号）

20 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成29年大分県条例第25号）

21 大分県職員定数条例施行に伴い退職する職員に対して支給する退職手当に関する条例

22 職員の再任用に関する条例

23 職員の給与の特例に関する条例

24 職員の給与の特例減額に関する条例

廃止

規定の整備

定年前再任用短時間勤務制に伴う規定整備
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職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

１ 改正理由
地方公務員の育児休業制度が国家公務員の制度改正に準じて令和４年１０月１日より改正されるため、所用の改正を行うもの。

２ 地方公務員育児休業法の改正内容
地方公務員育児休業法の改正により、育児休業の取得回数制限が緩和され、２回（現行：１回）まで育児休業を取得可能となった。
※男性については、子の出生日から５７日間以内の育児休業についても２回（現行：１回）まで育児休業を取得可能

出生 出生後57日間

育休

育休

育休育休

産後休暇 育休

育休父

夫婦が育休を交替
できる回数が増え
る

出生時・退院時等
＋さらにもう１回

３ 育児休業条例の改正内容
（１）非常勤職員について、子の出生日から５７日間以内の育児休業（男性が対象）の取得要件を緩和

現行 改正案

子が１歳６か月に達する日までに、その職が廃止される場合や
本人に任用希望がない場合は育児休業を取得できない

子の出生日から５７日間＋６月を経過する日までに、その職が
廃止される場合や本人に任用希望がない場合は育児休業を取得
できない

現行 改正案

原則として１人の子について１回のみ育児休業を取得可能
（ただし、子の出生日から５７日間以内に育児休業（男性が対
象、女性は有給の産後休暇期間に当たる）を取得した場合、再
び育児休業を取得可能）

原則として１人の子について２回まで育児休業を取得可能
（子の出生日から５７日間以内の育児休業（男性が対象、女性
は有給の産後休暇期間に当たる）についても２回まで育児休業
を取得可能）

育児休業等計画書により任命権者に申し出て、その育児休業の
終了後３月以上の期間を経過すれば、２回目の育児休業を取得
可能

削除

（２）地方公務員育児休業法の改正により、育児休業の取得回数制限が緩和されたことで不要になった規定を削除

４ 施行期日
令和４年１０月１日（地方公務員育児休業法等改正法の施行日）

教育人事課
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第 83号議案 損害賠償請求に関する和解をすることについて（概要） 

教育人事課 
 

１ 事案の概要 
 平成３１年１月１７日に大分県立高校の生徒が自殺を図り後遺障害を負ったことについて、当該生徒とその母親から、 
同校教諭であった者との性的関係が原因であるなどとして、令和２年１月１４日に大分県を被告として大分地方裁判所に 
損害賠償請求訴訟が提起された。 

 
２  事案の経緯      
    平 31. 1.17  原告生徒が、自宅で自殺を図る 
    令元. 6. 6  当該教諭と原告生徒との間に性的関係があったことが判明 
    令元 . 7.23  当該教諭を懲戒免職 
  令２. 1.14  大分地方裁判所へ提訴（損害賠償請求金１億３１１８万７４９４円） 
  令４. 8.22  大分地方裁判所から和解勧告 
 
３ 和解勧告の主な内容 

① 当該教諭の行為と原告生徒に招かれた重大な結果との法律上の因果関係の存在については、直ちには首肯し難い。 
② 教諭と生徒とが性的な関係をもつことは、それ自体、理由のいかんを問わず、不適切極まりなく、許されざるもの。 

原告らを始めとする大分県民の教育に対する信頼を著しく失墜させるもの。 
③ 被告は原告らに対し、解決金として５００万円を支払うこと。 
④ 被告は、今後二度と本件のような事故が起きないようにするために、再発防止策等を講じること。 
 

４ 今後の対応について 
 生徒が自殺を図り、意識が戻らない状態にあることは非常に残念であり、衷心より遺憾の意を表します。不適切な関係と 
重大な結果との因果関係について、県の主張が一定程度認められており、早期解決を図る観点から和解を行うとともに、 
改めて再発防止を徹底してまいります。 
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損害賠償の額の決定について

１ 概要
令和4年6月7日午前9時55分頃、豊府中学校の会計年度任用職員が刈払機を用いて同校の敷地から
歩道に伸びた草を刈っていた際、刈払機に弾き飛ばされた小石が通行車両に当たり、車両の一部が損
傷したもの
県（学校）の過失があったことから、相手方に賠償を行うもの
２ 被害箇所及び被害額
・被害箇所：助手席側のフロントガラスに傷
・被害額：１３２，９２４円

３ 県（学校）の過失について

○除草作業の職務を行うについて、過失があり、他人に損害を与えたため、相手方に損害賠償を行う必
要がある（小石等の飛散拡散防止を十分に行う必要があった）
４ 専決年月日 令和4年8月23日

助手席側のフロントガラスに傷現場状況図 被害車両

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同
条第2項の規定により報告するもの。

教育委員会
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